
自転車に係る「ハード」「ソフト」「マインド」の各部門で取り組みを実施す
る市内の個人・事業所・団体等を、市が「自転車のまち香南市応援サポーター」
として認定し周知することにより、自転車によるまちづくりを推進する意識の醸
成を図るとともに、官民が連携しての自転車の利用環境の向上並びにサイクリス
トが快適に走行できるようサポート及び受入れ態勢の充実を図り当市へのサイク
リストの誘致を図ることを目的とする。

認定部門 取組内容 取組例

1 ハード部門
（※事業者及び団体

に限る）

自転車利用の推進に関
するハード的な取組

・自転車修理工具の設置
・自転車休憩施設の提供
・自転車用駐輪ラック・空気入れの設置
（※自転車用駐輪ラック貸出制度あり）
・その他市長が適当と認める取組

2 ソフト部門 自転車利用の推進に関
するソフト的な取組

・自転車ガイド研修への参加
・自転車利用に関する研修等の開催（交通安全教
室）
・自転車利用ルール・マナーに関する取組（思いや
り1.5m運動含む）
・業務用自転車の配置、活用推進
・その他市長が適当と認める取組

3 マインド部門 自転車利用の推進に関
するマインド的な取組

・自転車関連イベントへの参加、協力
・自転車関連イベントの企画、開催
・自転車乗車用ヘルメットの着用
・その他市長が適当と認める取組

自転車のまち香南市応援サポーター制度の概要

自転車のまち香南市応援サポーター

すべての市民、事業者及び団体

公認

1.認定の対象となる取組

●自転車のまち香南市応援サポーターの取組イメージ

・自転車用駐輪ラック
・空気入れの設置など

ハードの取組

・自転車ガイド研修への参加
・タンデム自転車パイロットへの登録
など

ソフトの取組

・自転車関連イベントの
参加・協力・企画・開催

・自転車乗車用ヘルメット着用など

マインドの取組
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3.サポーター認定の流れ
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市内に住所を有する個人、事業者及び団体
（マインド部門においては、市外に住所を有
する個人、事業者及び団体を含む）であって
次のいずれにも該当するものとする。

（１）認定部門に該当する取組を実施している
又は今後取り組む意思のある者
（２）認定後も引き続き、当市において自転車
のまちづくりを推進する者
（３）香南市の事務及び事業における暴力団の
排除に関する規則第2条第2項第5号に該当しな
い者

2.認定対象要件


